
平成２２年度随意契約情報（使用料・賃借料）教育委員会事務局
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名 グループ名 契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

1 学校総務Ｓ
学校総務
Ｓ

調整グルー
プ

日本電子計算機
株式会社

基幹系業務システム総
合整備における周辺機
器整備一式

20100401 20100930            2,860,200

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（基幹系業務システム総合整備の周辺機器）が特定の者（再業務
であるため、元契約の相手方）でなければ実施することができないもの
であるため

2 学校総務Ｓ
学校総務
Ｓ

調整グルー
プ

富士通リース　株
式会社　関西支店

教育総合情報ネットワー
ク事務サーバ等　一式

20100401 20100930            5,760,720

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（教育総合情報ネットワークの事務サーバ）が特定の者（再業務で
あるため、元契約の相手方）でなければ実施することができないもので
あるため

3 学校総務Ｓ
学校総務
Ｓ

調整グルー
プ

日本電子計算機
株式会社

教育総合情報ネットワー
ク事務用認証系サーバ
等　一式

20100401 20100930          10,594,110

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（教育総合情報ネットワークの認証サーバ）が特定の者（再業務で
あるため、元契約の相手方）でなければ実施することができないもので
あるため

4 学校総務Ｓ
学校総務
Ｓ

調整グルー
プ

リコーリース　株式
会社　関西支社

教育総合情報ネットワー
ク事務用端末機器　一式

20100401 20100930          13,466,250

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（教育総合情報ネットワークの事務用デスクトップ端末機）が特定の
者（再業務であるため、元契約の相手方）でなければ実施することがで
きないものであるため

5 学校総務Ｓ
学校総務
Ｓ

調整グルー
プ

日本電子計算機
株式会社

大阪府教育委員会の基
幹系業務システム総合
整備における教職員用
端末機器等一式

20100401 20100930         127,587,348

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（基幹系業務システム総合整備の教職員用端末機器）が特定の者
（再業務であるため、元契約の相手方）でなければ実施することができ
ないものであるため

6 教委財務 教委財務
調整指導グ
ループ

日本放送協会

平成２２年度　府立学校
における日本放送協会と
の放送受信契約の締結
と経費の支出について

20100401 20110331            6,273,940

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（日本放送協会が行う放送受信）が特定の者（当該設備の設置業
者）でなければ実施することができないものであるため

7 教委施設 教委施設
施設整備グ
ループ

ダイワラクダ工業
株式会社　大阪本
店　大阪本店長
平田　博

大阪府立堺聴覚支援学
校に係る空調設備設置
賃貸借契約

20100401 20110731            3,032,400

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第６
号

平成２３年度実施予定の大規模改修工事時に空調機を設置する予定に
なっているため、入れ替えまでは現在レンタル中の空調機をそのまま利
用するほうが使用料が割安になるため。

8 教委総務 教委総務
総務・予算
グループ

オムロンクレジット
サービス　株式会
社

自動車の借り上げ及び
経費の支出について

20100401 20110331            1,346,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

府内一円で使用でき、目的地により使用するタクシー会社を選択できる
ため

9 教育振興 支援教育
調整グルー
プ

株式会社　関電Ｌ
＆Ａ　松村　洋

府立高槻支援学校通学
用低公害バス賃貸借契
約の締結及び経費の支
出について

20100401 20110331            1,852,200

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務(通学バスの再リース契約）が特定の者（車両の所有者）でなけれ
ば実施することができないものであるため。

10 教育振興 支援教育
調整グルー
プ

株式会社　関電Ｌ
＆Ａ　松村　洋

府立視覚支援学校通学
用低公害バス賃貸借契
約の締結及び経費の支
出について

20100401 20110331            1,852,200

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務(通学バスの再リース契約）が特定の者（車両の所有者）でなけれ
ば実施することができないものであるため。

11 教育振興 支援教育
調整グルー
プ

株式会社　関電Ｌ
＆Ａ　松村　洋

府立茨木支援学校通学
用低公害バス賃貸借契
約の締結及び経費の支
出について

20100401 20110331            1,864,800

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務(通学バスの再リース契約）が特定の者（車両の所有者）でなけれ
ば実施することができないものであるため。
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平成２２年度随意契約情報（使用料・賃借料）教育委員会事務局
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名 グループ名 契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

12 教育振興 支援教育
調整グルー
プ

株式会社　関電Ｌ
＆Ａ　松村　洋

府立八尾支援学校通学
用低公害バス賃貸借契
約の締結及び経費の支
出について

20100401 20110331            2,242,800

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務(通学バスの再リース契約）が特定の者（車両の所有者）でなけれ
ば実施することができないものであるため。

13 教育振興 支援教育
調整グルー
プ

株式会社　関電Ｌ
＆Ａ　松村　洋

府立視覚支援学校通学
用低公害バス賃貸借契
約の締結及び経費の支
出について

20100401 20110331            2,469,600

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務(通学バスの再リース契約）が特定の者（車両の所有者）でなけれ
ば実施することができないものであるため。

14 教育振興 支援教育
調整グルー
プ

株式会社　関電Ｌ
＆Ａ　松村　洋

府立佐野支援学校通学
用低公害バス賃貸借契
約の締結及び経費の支
出について

20100401 20110331            5,216,400

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務(通学バスの再リース契約）が特定の者（車両の所有者）でなけれ
ば実施することができないものであるため。

15 教職員 教職企画
財務グルー
プ

オムロンクレジット
サービス　株式会
社

タクシー使用に伴う経費 20100401 20110331            2,134,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

府内全域及び近畿圏でほぼ使用できるタクシーチケットの発券・管理や
使用後の処理･請求を一括で行っている専門企業であり、円滑に使用で
きるため

16 文化財保護
文化財保
護

保存管理グ
ループ

和泉市土地開発
公社

平成２２年度土地賃借契
約の締結並びに経費の
支出について【弥生文化
博物館・和泉市土地開発
公社所有地】

20100401 20100630            6,014,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（弥生文化博物館に近接した大型バス駐車スペース賃貸借）が特
定のもの（弥生文化博物館に近接して広大な土地を所有）でなければ実
施することができないものであるため

17 中央図書 中央図書 協力振興課

ＮＥＣキャピタルソ
リューション　株式
会社　関西支社
青山　順一

コンピュータ室専用空調
機（平成１７年導入分）賃
貸借

20100401 20110331            1,165,752

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務(コンピュータ室専用空調機（平成１７年導入分）の再リース契約）が
特定の者（当該機器所有者）でなければ実施することができないもので
あるため。

18 中央図書 中央図書 協力振興課

東京センチュリー
リース　株式会社
大阪支店　宍戸
正彦

図書資料情報管理・提供
システム機器等

20100401 20110331            4,032,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務(図書資料情報管理・提供システム機器の再リース契約）が特定の
者（当該機器所有者）でなければ実施することができないものであるた
め。

19 園芸高 園芸高 全日制課程
大阪ガスオート
サービス　株式会
社

天然ガス自動車の賃貸
借契約及び経費支出に
ついて

20100401 20110331            1,125,120

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（天然ガス自動車の保守・整備）が特定の者でなければ実施するこ
とができないため

20 生野聴支援
生野聴支
援

グループな
し

中央交通　株式会
社

校外学習用バス借上げ 20100415 20110331            2,853,270

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務（府立支援学校校外学習用バスの運行）が特定の者（当該校にお
いて現に業務を実施している業者）でなければ実施することができない
ものであるため

21 中津支援 中津支援
グループな
し

中央交通　株式会
社

校外学習用バスの借り
上げ契約について

20100419 20110331            1,431,950

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第６
号

業務（府立支援学校校外学習用バスの運行）が特定の者（当該校にお
いて現に業務を実施している業者）でなければ実施することができない
ものであり、かつ短期間で契約を締結する必要があるため

22 八尾支援 八尾支援 東校 植田　光昭
通学バス安全運行管理
業務賃貸借契約

20100501 20110331            1,650,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

通学バスの安全運行管理を行うための用地であり、その土地所有者で
なければ、契約することができないものであるため。
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平成２２年度随意契約情報（使用料・賃借料）教育委員会事務局
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名 グループ名 契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

23 箕面支援 箕面支援
グループな
し

大阪府水道企業
管理者

グラウンド用地使用にか
かる経費について

20100401 20110331              802,300
地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第2号

グラウンド用地の確保のためで、この用地以外に適当な場所がなく、所
有者が大阪府水道部であることから他に競争するものがないため

24 教職員 教職人事
採用グルー
プ

財団法人　大阪労
働協会

平成２３年度公立学校教
員採用選考テスト２次面
接会場借り上げ

20100823 20100922            2,645,760

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

約４０００人の受験者を約４週間継続で面接をおこなうことが必要とさ
れ、同規模をもつ施設は当施設しかなく、府庁周辺でかつ実績のある当
施設でなければ履行できないと認められるため。

25 教委財務 教委財務
調整指導グ
ループ

大阪瓦斯　株式会
社　エネルギー事
業部都市　瀬戸口
哲夫

大阪府立学校金網式ガ
スストーブＣＯ測定業務

20101026 20101130            1,530,375

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第６
号

競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較し
て得失相償わないと認められるため

26 教育振興 高等学校
教務グルー
プ

株式会社　富士通
マーケティング　西
日本営業本部　関
西　東　淳一

大阪府学校情報ネット
ワークシステムの賃貸借
契約

20101101 20110331          31,228,034
特例政令第１０
条第２号

既に調達をした業務（大阪府学校情報ネットワークシステムの借入）に
連接して行う調達で、既に契約した相手方以外の者から調達したなら
ば、既に契約した業務の便益を享受することに著しい支障が生ずるおそ
れがあるため

27 教育振興 支援教育
調整グルー
プ

北港観光バス　株
式会社

大阪府立茨木支援学校
通学バス運行業務委託

20110107 20110331 1,822,800

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第５
号

直営バス廃止にともなう業務委託化のため急迫を要し、競争入札に付し
ていては契約の目的を達成できないため。

28 教育振興 支援教育
学校整備グ
ループ

株式会社　創建社
ディーアンドアール
設計　山本　壽明

大阪府立視覚支援学校
校舎棟他１棟耐震診断
業務

20110111 20110325 2,100,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第６
号

現に契約履行中の業務（大阪府立視覚支援学校講堂棟他４棟耐震診
断業務）に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行さ
せることが不利であるため

29 市町村教育 児童生徒
進路支援グ
ループ

財団法人　大阪労
働協会

帰国・外国人生徒に係る
進路支援・説明会実施業
務に係る契約締結並び
に経費の支出

20101209 20110228 2,300,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第６
号

早急に契約をしなければ著しく不利な価格をもって契約をしなければな
らないこととなるおそれがあるため

30 教育振興 高等学校
学事グル－
プ

未来都ハイタク事
業　協同組合　代
表理事　笹井　美
智子

入学者選抜試験問題の
搬入に伴うタクシー代

20110209 20110331            1,330,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

特殊の性質（入試問題の安全確保）を有し、特殊の技術（同時間帯に大
量の車両の確保）を必要とする業務であり、料金体系についても道路交
通法により認可を受けたものであるため。

Ｈ２２．４～５月 ２３件 円

Ｈ２２．８～９月 １件 円

Ｈ２２．１０～１１月 ２件 円

Ｈ２２．１２～H２３．１月 ３件 円

Ｈ２３．２～３月 １件 円

教育委員会事務局（使用料・賃
借料） 207,627,360

2,645,760

32,758,409

6,222,800

1,330,000
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平成２２年度随意契約情報（使用料・賃借料）教育委員会事務局
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合　計 ３０件 円250,584,329
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